
Tax 
 

 

 

 

 

Legal Alert 
Tokyo 

  

 

April 2008 

 

 

 

中華人民共和国税制改正後の、みなし外国税額控除の

適用継続について 

  

I.                    中国企業所得税税法施行に係る日中租税条約

上の問題点 

2007 年 3 月 16 日の第 10 期全国人民代表大会第 5 回会

議において、中華人民共和国企業所得税法（"新法"）が

可決され、新法は 2008 年 1 月 1 日以降施行されている。

日中租税条約は、みなし外国税額控除が手厚く規定さ

れており、中国に投資する本邦居住法人にとって非常

に有利な租税条約となっている。まず、中国子会社か

ら受領する配当は、旧法において源泉徴収が免除され

ているにもかかわらず、中国合弁企業が支払う配当で

ある場合には 10 パーセント、その他の配当である場合

には 20パーセントの税率で源泉徴収されたものとされ

る（"みなし直接税額控除"、日中租税条約第 23 条第 3
項(a)）。したがって、100%子会社から受取る配当につ

いては配当受領額の 20%相当額のみなし外国税額控除

を適用することが可能となっている。さらに、同条第 4
項(c)では、「中華人民共和国の経済開発を促進するた

めの他の同様な特別奨励措置で両締約国の政府が合意

するもの」に基づいて免除、軽減又は還付が行われな

いとしたならば納付したとみなされる中国租税を本邦

法人税から控除すると規定されている（みなし間接税

額控除）。 

  



この規定を受けて、平成 3 年 12 月 26 日に両締約国間

で交換された書簡において、旧法第 7 条及び第 8 条等

の規定は「同様な特別奨励措置」であることが合意さ

れているが、新法について日中両国間で新たな合意が

なければみなし間接税額控除は事実上廃止になるとい

う懸念があった。 

  

  

II.                 両国合意の発表 

この点に関して 2008 年 3 月 26 日に、財務省より以下の

とおり発表された。 

  

「中国の国内法改正に伴う 1991 年の交換公文に基づくみ

なし外国税額控除の取扱いについて、新法により旧法が

定めていた租税優遇措置の継続適用が認められる限り、

これまで同様、1991 年の交換公文で合意された租税優遇

措置について我が国においてみなし外国税額控除が適用

されることが、日中両国の税務当局間で確認されました。」

  

  

III.               具体的影響 

財務省発表により、日中租税条約に基づくみなし外国

税額控除は、新法施行に伴って直ちに全面的廃止され

る可能性はなくなった。しかしながら、「新法により

旧法が定めていた租税優遇措置の継続適用が認められ

る限り」とあるように、みなし外国税額控除の継続適

用が認められるのは、旧法に基づいて与えられた軽

減・免除に限られ、新法に基づく新規の軽減・免除は、

みなし外国税額控除の恩典は受けられない可能性が高

い。 

  

「新法により旧法が定めていた租税優遇措置の継続適

用が認められる場合」とは、新法の下記の条項を指し

ていると考えられる。 

  



本法第五十七条 本法公布前に設立批准許可を受けた

企業は、当時の税収法律、行政法規の規定に従って低

税率優遇を享受し、国務院の規定に基づいて本法実施

後 5年以内に逐次本法規定の税率に移行する。定期減

免税の優遇を享受する企業は、国務院の規定に基づい

て本法実施後も引き続き満期まで享受することができ

るが、課税所得の未だ生じていないことから優遇未享

受の企業に対しては、優遇は本法実施年度から起算す

るものとする。法律により設立された対外経済合作と

技術交流の発展特定区域内、及び国務院が規定した特

殊政策執行規定区域内に新たに設立される、国家が重

点的に支持するハイテク企業は、移行的な税収優遇を

享受することができ、具体的な弁法は国務院が定める

ものとする。国家が既に確定したその他奨励類企業は、

国務院の規定に従い減免税優遇を享受することができ

る。 

  

実施細則第百七十八条 税法第五十七条第一項に規定

する低税率優遇を享受できる企業とは、税法執行前の

法律、行政法規に従って 18％、24％の区域性、業界性

の低税率優遇及び地方所得税優遇を享受する企業を指

す。税法第五十七条第一項に規定する定期的な減免・

免税優遇とは、税法施行前の法律、行政法規に基づい

て規定された各項定期的な減免・免税優遇を指す。 

  

  

IV.              対策 

従前は日中租税条約におけるみなし外国税額控除の適

用を受けるために、中国子会社を日本親会社が直接保

有するストラクチャーが主流であったが、旧法から継

続適用される軽減・免除以外の、新法の規定による軽

減・免除についてみなし外国税額控除が適用されない

可能性が高く、税務の観点からは海外持株会社を経由

した中国子会社の保有が有利になるケースも考えられ

る。 
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